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小
田
原
藩
家
老
「
隅
の
大
久
保
家
」
の
歴
代
当
主
と
事
績 

伊
藤
匠
（
元
当
館
学
芸
員
（
会
計
年
度
任
用
職
員
））  

一 

は
じ
め
に 

大
磯
町
郷
土
資
料
館
（
以
下
、
当
館
）
で
は
、
小
田
原
藩
の
家
老
職
を
務
め
た
「
隅

の
大
久
保
家
」
が
収
集
作
成
し
た
資
料
群
「
大
久
保
家
資
料
」
を
、
所
有
者
で
あ
る
大

久
保
忠
旦
氏
よ
り
寄
託
を
受
け
、
江
戸
期
よ
り
昭
和
期
に
か
け
て
の
資
料
約
六
〇
〇
点

を
整
理
保
存
し
て
い
る
。
そ
の
「
大
久
保
家
資
料
」
の
中
で
、「
隅
の
大
久
保
家
」
の
歴

代
当
主
と
そ
の
事
績
を
記
し
た
資
料
と
し
て
、
家
系
図
が
一
点
、
先
祖
書
が
七
点
ほ
ど

確
認
さ
れ
て
い
る
。 

「
隅
の
大
久
保
家
」
は
、
江
戸
時
代
初
期
の
当
主
大
久
保
忠
門
が
藩
主
一
族
の
大
久

保
忠
職
に
仕
え
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
忠
門
が
、
一
代
で
家
禄
千
石
、
家
老
の
職

を
獲
得
し
た
。
そ
の
後
も
、
忠
門
の
子
孫
が
家
督
を
継
承
し
、
藩
の
重
鎮
と
し
て
代
々

の
藩
主
一
族
に
仕
え
た
。
な
お
、「
隅
の
大
久
保
家
」
の
呼
称
は
、
大
久
保
忠
旦
氏
が
伝

え
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
小
田
原
城
三
の
丸
を
「
隅
」
と
呼
び
、
そ
こ
に
屋
敷
が

あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
。 

こ
の
よ
う
に
、「
隅
の
大
久
保
家
」
は
藩
主
一
族
で
あ
る
大
久
保
家
の
重
鎮
で
あ
っ
た

が
、歴
代
の
当
主
の
具
体
的
な
役
職
や
経
歴
ま
で
は
あ
ま
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

少
な
く
と
も
大
久
保
忠
門
と
、
文
化
人
と
し
て
も
知
ら
れ
る
大
久
保
忠
宣
・
大
久
保
忠

洪
が
『
神
奈
川
県
史
』
に
紹
介
さ
れ
て
い
る(

１)

。
し
か
し
な
が
ら
、「
隅
の
大
久
保
家
」

の
歴
代
の
当
主
や
小
田
原
藩
に
お
け
る
事
績
な
ど
の
情
報
は
分
ら
な
い
ま
ま
で
あ
る
。 

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、「
大
久
保
家
資
料
」
よ
り
家
系
図
や
先
祖
書
を
ひ
も
解
い
て
、

「
隅
の
大
久
保
家
」
の
実
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

二 

家
系
図
と
先
祖
書 

 

ま
ず
、「
隅
の
大
久
保
家
」
の
家
系
図
か
ら
歴
代
当
主
の
変
遷
を
た
ど
っ
て
い
く
（
２
）
。

そ
も
そ
も
大
久
保
家
と
は
、
室
町
時
代
に
三
河
国
に
土
着
し
た
と
さ
れ
る
宇
津
宮
泰
藤

を
祖
と
す
る
一
族
と
さ
れ
、
そ
の
嫡
流
の
忠
俊
の
代
よ
り
大
久
保
を
名
乗
り
始
め
た
と

さ
れ
る
。
大
久
保
忠
俊
は
、
松
平
清
康
・
広
忠
・
徳
川
家
康
と
三
代
に
仕
え
天
正
九
年

（
一
五
八
一
年
）
に
亡
く
な
っ
た
。 

 

後
に
小
田
原
藩
主
と
な
る
大
久
保
家
は
、
忠
俊
の
弟
忠
員
の
一
族
の
出
で
あ
り
、
忠

員
の
孫
で
小
田
原
藩
主
と
な
る
忠
隣
は
、
慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
年
）
に
讒
訴
に
よ

っ
て
処
罰
さ
れ
左
遷
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
忠
常
―
忠
職
―
忠
朝
と
代
を
重
ね
、
所
領
も

武
蔵
国
騎
西
、
美
濃
国
加
納
、
播
磨
国
明
石
、
肥
前
国
唐
津
、
下
総
国
佐
倉
と
転
々
と

す
る
。
再
び
小
田
原
藩
主
と
な
る
の
は
、
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
年
）
の
こ
と
で
、
大

久
保
忠
朝
の
代
で
あ
っ
た
。 

忠
俊
の
嫡
男
忠
勝
は
、
永
禄
七
年
（
一
五
六
四
年
）
の
三
河
一
向
一
揆
と
の
戦
い
で

眼
を
負
傷
し
て
し
ま
い
、
そ
の
後
は
武
功
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
慶
長
六
年

に
没
し
て
い
る
。
忠
勝
の
嫡
男
康
忠
は
、
徳
川
家
康
よ
り
「
康
」
を
拝
領
、
以
後
家
康

の
旗
本
と
し
て
数
々
の
合
戦
に
参
加
し
、
元
和
七
年
（
一
六
二
一
年
）
に
没
し
て
い
る
。 

 

康
忠
の
後
は
、
康
村
―
康
任
と
続
い
て
い
く
。「
隅
の
大
久
保
家
」
へ
と
つ
な
が
る
の

は
、
康
忠
の
弟
忠
高
（
忠
以
と
も
）
で
あ
る
。
大
久
保
忠
高
は
徳
川
家
康
の
四
男
松
平

忠
吉
に
仕
え
る
が
、
忠
吉
が
慶
長
十
二
年
に
亡
く
な
る
と
浪
人
し
、
和
歌
山
藩
主
で
徳

川
家
康
の
十
男
徳
川
頼
宣
に
仕
え
、
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
年
）
に
亡
く
な
る
。
忠
高

の
嫡
男
も
同
様
に
紀
伊
徳
川
家
に
仕
え
る
が
、
そ
の
後
浪
人
の
身
と
な
り
、
最
終
的
に

長
門
国
で
没
し
て
い
る
。
一
方
、
忠
高
の
四
男
忠
種
（
忠
門
と
も
）
が
大
久
保
家
の
「
家
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司
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
家
系
図
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
そ
の
後
、
家
系
図
で
は
、
忠
高
の
四
男
忠
種
（
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
年
）
没
）

―
忠
言
（
忠
辰
・
忠
種
と
も
。
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
年
）
没
）
―
忠
玄
（
忠
躬
と
も
。

享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
年
）
没
）
―
忠
景
（
安
永
六
年
（
一
七
七
七
年
）
没
）
―
忠

宣
（
文
政
四
年
（
一
八
二
一
年
）
没
）
―
忠
洪
（
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
年
）
没
）

―
忠
衛
（
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
年
）
没
）
と
続
い
て
い
く
。
こ
の
家
系
図
に
は
そ

の
先
の
記
述
が
無
い
が
、
忠
衛
の
後
に
は
一
養
（
大
正
三
年
（
一
九
一
四
年
）
没
）
―

鑑
二
（
大
正
六
年
（
一
九
一
七
年
）
没
）
―
忠
鑑
（
昭
和
四
十
八
年
（
一
九
七
三
年
）

没
）
と
続
い
て
い
く
（
３
）
。
な
お
、
大
久
保
忠
鑑
は
明
治
期
の
内
閣
総
理
大
臣
伊
藤
博
文

の
秘
書
を
務
め
た
人
物
で
あ
る
。 

続
い
て
、「
大
久
保
家
資
料
」に
含
ま
れ
る
七
点
の
先
祖
書
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
く
。

「
隅
の
大
久
保
家
」
の
歴
代
当
主
の
順
番
に
、
先
祖
書
の
作
成
順
を
並
べ
る
と
【
表
】

の
通
り
と
な
る
。
各
先
祖
書
に
あ
る
記
述
の
年
代
幅
は
異
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
先
祖
書

を
総
合
す
れ
ば
、「
隅
の
大
久
保
家
」
の
経
歴
を
解
き
明
か
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら

れ
る
。 

な
お
、【
表
】
に
付
言
す
れ
ば
、
資
料
番
号
二
―
一
は
、
一
つ
の
資
料
の
中
に
忠
景
と

忠
宣
の
二
つ
の
先
祖
書
が
混
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
忠
言
、
忠
景
、
忠
洪
の
代
に
関
し

て
は
、
本
人
を
中
心
と
す
る
「
親
類
縁
者
之
覚
」
が
あ
る
た
め
、
小
田
原
藩
内
で
の
藩

士
同
士
の
続
柄
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
三 
大
久
保
忠
門
に
つ
い
て 

 

「
隅
の
大
久
保
家
」
の
祖
と
も
言
う
べ
き
大
久
保
忠
門
に
つ
い
て
は
、
子
の
忠
言
、

曾
孫
の
忠
景
、
玄
孫
の
忠
宣
が
先
祖
書
に
て
言
及
し
て
い
る
。
三
人
の
先
祖
書
よ
り
忠

【表】「大久保家資料」に含まれる先祖書の一覧 

以下、本稿では各先祖書を（一）～（七）で表記する。 

資料番号 作成者 内容 備考

（一） 2-57-33 大久保忠言 忠言

（二） 2-57-48 大久保忠言 忠言

（三） 2-57-140 大久保忠言 忠俊～忠言 「親類縁者之覚」あり

大久保忠景 忠門～忠景 「親類縁者之覚」あり

大久保忠宣 忠宣

（五） 2-57-83 大久保忠宣 忠門～忠言

（六） 2-57-138 大久保忠宣 忠門～忠玄

（七） 2-57-137 大久保忠洪 忠景～忠洪 「親類縁者之覚」あり

2-1（四）
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門
の
経
歴
を
整
理
す
る
。 

ま
ず
、
忠
言
の
先
祖
書
（
三
）
よ
り
見
て
い
く
。
忠
門
は
八
歳
の
時
に
藩
主
大
久
保

忠
職
に
「
御
契
約
申
上
」、
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
年
）
の
明
石
転
封
の
際
に
召
し
出

さ
れ
「
新
知
四
百
石
」
を
与
え
ら
れ
た
。
ま
た
、「
江
戸
定
御
供
」
に
任
命
さ
れ
、
江
戸

に
て
「
御
取
次
御
客
御
挨
拶
」
を
勤
め
た
。
そ
の
後
、
年
号
は
不
明
な
が
ら
百
石
を
加

増
さ
れ
、
慶
安
二
年
の
唐
津
転
封
に
伴
い
百
五
十
石
を
加
増
、
席
次
も
「
寄
合
組
」
と

な
る
。
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
年
）、「
年
寄
役
」
と
な
り
、
寛
文
七
年
さ
ら
に
三
百
五

十
石
加
増
、
合
計
で
千
石
と
な
る
。
先
祖
書
（
三
）
で
は
、「
年
寄
役
」
を
「
今
之
御
家

老
席
」
と
記
し
て
い
る
。
家
老
と
し
て
の
「
隅
の
大
久
保
家
」
は
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
加
増
と
同
時
に
「
侍
組
御
預
」
と
な
り
、
名
前
を
又

右
衛
門
に
改
め
る
。
元
禄
八
年
に
隠
居
し
、
名
前
を
宇
津
一
身
と
改
め
る
。
元
禄
十
二

年
に
死
去
す
る
。 

忠
門
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
忠
宣
の
先
祖
書
（
六
）
が
多
少
詳
し
く
触
れ
て
い
る
。

寛
文
十
年
に
藩
主
大
久
保
忠
職
が
唐
津
で
亡
く
な
っ
た
際
に
は
、「
惣
名
代
」
と
し
て
後

継
と
な
る
大
久
保
忠
朝
へ
「
伺
御
機
嫌
」
の
た
め
江
戸
ま
で
行
っ
て
い
る
。
京
都
本
禅

寺
に
お
け
る
忠
職
の
葬
儀
の
際
に
は
「
御
用
懸
」
を
勤
め
た
。
延
宝
六
年
（
一
六
七
八

年
）
の
肥
前
唐
津
か
ら
下
総
佐
倉
へ
転
封
の
際
に
は
「
唐
津
御
城
渡
御
用
懸
」
を
命
じ

ら
れ
、
加
藤
孫
大
夫
と
後
藤
忠
左
衛
門
と
共
に
そ
の
職
責
を
果
た
し
て
い
る
。 

天
和
元
年
（
一
六
八
一
年
）
に
藩
主
忠
朝
が
肺
を
病
み
「
乗
物
御
免
」
を
幕
府
へ
願

い
出
た
際
に
も
そ
の
取
次
を
担
当
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、
忠
門
は
貞
享
年
間
に

病
を
得
て
「
御
家
老
職
御
免
」
を
申
し
出
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
御
意
ヲ
以
御
留
」
と

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
藩
主
か
ら
の
信
任
が
篤
く
、
前
述
の
と
お
り
忠
門
は
元
禄
八
年

ま
で
家
老
職
を
勤
め
て
い
る
。 

 

四 

大
久
保
忠
言
に
つ
い
て 

 

大
久
保
忠
門
の
嫡
子
忠
言
に
つ
い
て
は
、
七
点
あ
る
先
祖
書
の
う
ち
、
六
点
に
記
述

が
あ
り
、
そ
の
う
ち
三
点
は
忠
言
自
身
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
。 

各
先
祖
書
の
記
述
の
年
代
幅
は
、
忠
言
が
五
歳
の
時
の
寛
文
八
年
か
ら
、（
一
）
が
宝

永
三
年
（
一
七
〇
六
年
）
ま
で
、（
二
）
が
享
保
四
年
ま
で
、（
三
）
が
享
保
十
七
年
ま

で
で
、（
三
）
に
関
し
て
は
忠
言
の
没
年
が
追
記
さ
れ
て
い
る
。 

ま
ず
、（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
の
各
先
祖
書
に
共
通
し
て
い
る
記
述
を
基
に
忠
言
の

経
歴
を
見
て
い
く
。
な
お
、
忠
言
は
最
初
、
忠
辰
を
名
乗
り
、
そ
の
後
、
忠
言
、
忠
種

と
名
前
を
改
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
改
名
時
期
は
不
明
の
た
め
本
稿
で
は
忠
言
で
表
記

を
統
一
す
る
。 

 

大
久
保
忠
言
は
寛
文
四
年
九
月
十
八
日
に
肥
前
唐
津
に
生
れ
た
。
寛
文
八
年
に
藩
主

大
久
保
忠
職
に
、
延
宝
元
年
に
は
藩
主
大
久
保
忠
朝
に
「
御
目
見
」
し
て
い
る
。
延
宝

四
年
、
渡
辺
三
左
衛
門
の
養
子
と
な
り
渡
辺
弥
六
郎
と
改
名
し
、
大
久
保
家
が
佐
倉
へ

転
封
し
た
後
の
延
宝
六
年
に
半
元
服
す
る
。
延
宝
七
年
よ
り
「
江
戸
御
小
性
」
に
任
じ

ら
れ
る
が
、
延
宝
八
年
に
実
兄
の
新
五
郎
が
病
に
て
「
御
奉
公
不
罷
」
と
な
っ
た
た
め
、

実
父
大
久
保
忠
門
の
嫡
子
と
な
り
、
大
久
保
斎
に
改
名
し
て
御
番
頭
へ
と
転
身
す
る
こ

と
に
な
る
。 

先
祖
書
（
三
）
に
は
、
こ
の
時
の
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
当
初
、
実
兄
新
五
郎
の

代
わ
り
と
し
て
、
代
官
の
江
川
太
郎
左
衛
門
の
二
男
定
右
衛
門
を
大
久
保
家
の
養
子
に

迎
え
る
予
定
だ
っ
た
が
、
渡
辺
家
に
送
ら
れ
て
い
た
忠
言
が
大
久
保
家
に
戻
っ
て
嫡
子

と
な
り
、
渡
辺
家
に
は
定
右
衛
門
が
婿
養
子
と
し
て
入
る
こ
と
で
落
着
し
た
。 

大
久
保
家
に
戻
っ
た
忠
言
は
延
宝
八
年
に
元
服
し
、翌
天
和
元
年
に「
江
戸
御
取
次
」、
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天
和
四
年
に
「
御
馬
方
支
配
御
役
」
を
歴
任
、
元
禄
元
年
に
右
衛
門
兵
衛
へ
改
名
し
、

元
禄
三
年
に
は
「
月
番
御
役
」
を
命
じ
ら
れ
る
。 

元
禄
八
年
四
月
三
日
、
忠
言
は
藩
主
忠
職
よ
り
将
軍
徳
川
綱
吉
の
「
二
度
目
」
の
「
御

成
」
へ
の
「
御
目
見
」
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
忠
言
は
「
御
太
刀
目
録
」
を
も
っ
て
「
御

目
見
」
し
、
松
平
弾
正
忠
な
ど
若
年
寄
よ
り
「
御
内
服
三
ツ
」
を
い
た
だ
い
て
い
る
。

元
禄
八
年
十
二
月
に
は
忠
門
が
隠
居
し
、
家
督
を
相
続
し
て
い
る
。 

元
禄
十
二
年
、
忠
言
は
「
江
戸
小
田
原
諸
道
具
改
」
を
命
じ
ら
れ
、
真
田
六
右
衛
門

と
共
に
「
御
用
頭
取
」
と
し
て
、
三
年
か
け
て
「
小
田
原
御
道
具
改
」
の
仕
事
を
完
了

し
た
。
し
か
し
、
元
禄
十
六
年
十
一
月
二
十
二
日
、
大
地
震
が
発
生
し
、「
諸
御
道
具
」

の
一
部
が
焼
失
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
元
禄
十
七
年
に
「
御
道
具
改
」
を
再
度
命
じ

ら
れ
、
五
か
月
で
仕
事
を
完
了
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
宝
永
三
年
に
は
渡
辺
与
一
兵
衛

と
山
本
久
門
を
「
諸
道
具
支
配
」
と
し
、
忠
言
を
「
惣
支
配
」
と
す
る
形
で
体
制
が
整

え
ら
れ
た
。 

元
禄
十
六
年
に
は
、
渡
辺
十
郎
左
衛
門
と
真
田
六
右
衛
門
と
共
に
「
御
城
御
普
請
惣

奉
行
」
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
小
田
原
城
の
普
請
は
宝
永
三
年
六
月
十
八
日
に
「
御
天

守
御
成
就
」
と
あ
り
、
そ
の
時
点
で
完
了
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

先
祖
書
（
二
）
に
は
、
宝
永
三
年
十
一
月
十
一
日
に
、
江
戸
の
高
槻
勘
助
ら
よ
り
飛

脚
に
て
藩
主
か
ら
の
奉
書
が
到
来
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
奉
書
に
は
「
御

家
中
之
者
之
内
不
行
跡
之
者
」
や
「
転
変
等
仕
者
」
が
い
る
と
聞
く
た
め
「
御
仕
置
急

度
相
立
候
」
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
忠
言
は
「
御
家
中
之
者
共
」
に
読
み
聞
か
せ
て
、

「
印
別
居
別
相
認
」
た
請
書
を
届
け
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
元
禄
地
震
へ
の
対
応
や
藩
内
の
統
制
に
貢
献
し
た
忠
言
は
、
宝
永
七
年

正
月
十
一
日
に
江
戸
に
呼
び
出
さ
れ
て
、「
御
家
老
役
」
に
任
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
翌

年
に
予
定
さ
れ
る
「
朝
鮮
人
来
聘
」
へ
の
対
応
を
命
じ
ら
れ
た
。
先
祖
書
（
三
）
に
よ

れ
ば
、
忠
言
は
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
年
）
の
「
朝
鮮
人
往
来
御
馳
走
御
用
」
を
滞
り

無
く
勤
め
上
げ
、
そ
の
翌
年
に
江
戸
に
て
「
御
手
目
御
勝
物
」
を
い
た
だ
き
、
そ
の
上

「
御
召
物
品
々
」
を
拝
領
し
て
い
る
。
ま
た
、
享
保
四
年
の
「
朝
鮮
人
来
朝
」
の
際
に

も
「
小
田
原
御
馳
走
惣
奉
行
」
に
任
じ
ら
れ
、
滞
り
無
く
勤
め
上
げ
て
再
び
褒
賞
を
い

た
だ
い
て
い
る
。 

忠
言
の
そ
の
後
に
つ
い
て
、
先
祖
書
（
三
）
に
よ
れ
ば
、
正
徳
五
年
に
「
御
賄
方
元

〆
相
立
候
」
の
た
め
「
武
具
諸
御
道
具
支
配
御
免
」
と
な
り
、
享
保
六
年
に
は
隠
居
し

て
子
の
太
五
郎
忠
玄
に
家
督
を
譲
っ
た
。
忠
言
は
宇
津
一
養
と
名
前
を
改
め
る
が
、
享

保
十
四
年
に
「
御
家
老
元
之
席
」
に
戻
り
、
名
前
を
大
久
保
又
右
衛
門
に
改
め
て
い
る
。

忠
玄
は
、
先
祖
書
（
四
）
に
よ
れ
ば
、
享
保
十
六
年
に
病
死
し
て
い
る
。
忠
言
が
家
老

に
復
帰
し
た
理
由
は
不
明
だ
が
、
忠
玄
の
健
康
状
態
が
関
係
し
て
い
た
可
能
性
を
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。 

な
お
、『
小
田
原
市
史
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
享
保
九
年
の
「
順
席
帳
」
に
よ
れ
ば
、

「
御
側
年
寄 

番
頭
」
に
「
千
石 

大
久
保
右
衛
門
兵
衛 

忠
躬 

三
十
七
」
と
あ
る
。

こ
の
忠
躬
が
忠
玄
と
考
え
ら
れ
る
（
４
）
。 

先
祖
書
（
三
）
に
よ
れ
ば
、
忠
言
は
享
保
十
七
年
よ
り
藩
主
大
久
保
忠
興
に
四
度
隠

居
願
い
を
出
し
て
お
り
、
元
文
三
年
（
一
七
三
八
年
）
に
よ
う
や
く
隠
居
が
認
め
ら
れ

た
。
忠
言
は
剃
髪
し
て
名
前
を
大
久
保
一
養
と
改
め
た
。
寛
保
三
年
正
月
六
日
、
忠
言

は
小
田
原
に
て
亡
く
な
っ
た
。 

 
五 
忠
景
よ
り
忠
洪
ま
で 

 

忠
言
の
孫
が
大
久
保
忠
景
で
あ
る
。
先
祖
書
（
四
）
に
よ
れ
ば
、
享
保
十
六
年
に
父
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大
久
保
忠
玄
の
跡
を
継
ぎ
、
忠
玄
と
同
様
に
「
御
番
頭
」
に
任
じ
ら
れ
、「
座
席
之
儀
は

御
家
老
」
と
な
っ
た
。
元
服
は
享
保
十
九
年
の
こ
と
。 

 

忠
景
は
当
初
、「
御
側
勤
」
を
し
て
い
た
が
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
年
）
に
は
「
御

取
次
」
を
、
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
年
）
に
は
「
年
寄
上
座
」
と
し
て
「
年
寄
往
還
出

役
」
を
、
宝
暦
三
年
に
は
「
年
寄
月
番
」
を
勤
め
、
宝
暦
八
年
に
「
御
家
老
職
」
を
命

じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
宝
暦
十
三
年
に
は
将
軍
徳
川
家
治
に
「
御
目
見
」
し
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
明
和
元
年
（
一
七
六
四
年
）
正
月
に
「
御
賄
方
頭
取
」
に
任
じ
ら
れ
る
も

四
月
に
は
罷
免
さ
れ
、
さ
ら
に
六
月
に
は
家
老
職
も
免
じ
ら
れ
て
「
御
譜
代
御
番
頭
」

と
な
る
。
忠
景
は
明
和
五
年
に
隠
居
し
て
家
督
を
忠
宣
に
譲
り
、
宇
津
平
角
に
名
を
改

め
る
。
そ
し
て
、
明
和
六
年
に
剃
髪
し
て
宇
津
一
徳
に
名
を
改
め
、
安
永
六
年
に
小
田

原
に
て
病
死
す
る
。 

 

忠
景
の
子
の
大
久
保
忠
宣
は
先
祖
書
（
四
）
に
よ
る
と
、
宝
暦
五
年
に
藩
主
大
久
保

忠
興
に
「
御
目
見
」
し
、
明
和
五
年
に
家
督
を
継
い
で
「
御
譜
代
御
番
頭
」
と
な
る
。

同
じ
年
に
は
「
年
寄
役
上
座
」
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。 

以
下
、
先
祖
書
（
七
）
の
記
述
よ
り
忠
宣
と
そ
の
子
の
忠
洪
を
見
て
い
く
。
忠
宣
は
、

天
明
二
年
（
一
七
八
二
年
）
に
又
右
衛
門
に
名
を
改
め
て
、
翌
年
九
月
二
十
一
日
に
「
御

家
老
職
」
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
天
明
五
年
に
「
不
調
法
」
が
あ
っ
た
た
め
、

「
御
家
老
職
」
を
「
御
免
」
と
な
り
「
御
譜
代
御
番
頭
末
席
」
を
命
じ
ら
れ
、
さ
ら
に

一
ヶ
月
の
「
遠
慮
」
を
命
じ
ら
れ
た
。
忠
宣
が
何
か
し
ら
の
問
題
を
起
し
、
懲
罰
を
受

け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

そ
の
後
、
忠
宣
は
天
明
八
年
よ
り
久
能
山
東
照
宮
の
「
正
外
遷
宮
」
の
実
行
を
勤
め
、

寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
年
）
か
ら
は
槍
術
師
範
を
勤
め
て
い
る
。
寛
政
三
年
に
は
、
藩

主
の
前
で
そ
の
武
芸
を
披
露
し
、
褒
賞
を
貰
っ
て
い
る
。
そ
の
功
績
も
あ
っ
て
か
、「
末

席
」
を
免
除
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
寛
政
七
年
に
も
武
芸
を
披
露
し
て
藩
主
よ
り
褒
賞

を
貰
っ
て
い
る
。 

小
田
原
藩
は
、
寛
政
十
年
、
槍
術
の
師
範
と
し
て
か
吉
野
孫
介
と
い
う
人
物
を
取
り

立
て
て
免
許
を
与
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
忠
宣
は
褒
賞
を
貰
い
、
寛
政
十
一
年
に
隠
居

し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
忠
宣
よ
り
槍
術
師
範
の
後
継
を
推
薦
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。 

『
神
奈
川
県
史
』
に
よ
れ
ば
、
忠
宣
は
武
道
や
俳
諧
な
ど
に
優
れ
、
特
に
武
道
に
関

し
て
は
宝
蔵
院
流
を
学
び
、
日
本
三
名
槍
の
一
人
と
言
わ
れ
た
。
ま
た
、
大
磯
町
の
鴫

立
庵
主
白
雄
の
門
人
で
も
あ
り
、
西
相
模
地
方
の
俳
壇
隆
盛
期
の
指
導
者
と
も
い
わ
れ

て
い
る
（
５
）
。 

隠
居
し
た
忠
宣
は
宇
都
宮
有
隣
軒
と
名
を
改
め
、
そ
の
後
も
槍
術
の
師
範
と
し
て
多

く
の
門
弟
を
輩
出
し
た
こ
と
で
、
藩
か
ら
褒
賞
と
し
て
「
加
賀
絹
三
疋
」
を
与
え
ら
れ

て
い
る
。
忠
宣
は
文
政
四
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。 

忠
宣
の
子
、
忠
洪
は
安
永
三
年
に
誕
生
し
た
。
寛
政
七
年
に
父
の
忠
宣
に
連
れ
ら
れ

て
藩
主
大
久
保
忠
顕
に
「
御
目
見
」
し
て
い
る
。
同
年
中
に
は
、「
武
芸
出
精
」
し
た
こ

と
を
評
価
さ
れ
て
「
御
吸
物
御
酒
」
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
寛
政
十
年
、
忠
宣
の
隠
居

に
伴
い
家
督
と
知
行
高
千
石
を
引
き
継
ぎ
、「
御
譜
代
御
番
頭
」
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

 

 

「
大
久
保
家
資
料
」
の
先
祖
書
に
は
、
大
久
保
忠
洪
が
家
督
を
継
い
で
以
降
の
記
述

が
残
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、『
小
田
原
市
史
』
掲
載
の
文
政
八
年
の
「
小
田
原
御
家
中

知
行
高
覚
」
に
は
、「
御
家
老 

高
千
石 

大
久
保
又
右
衛
門
」
の
記
述
が
あ
る
（
６
）
。

「
隅
の
大
久
保
家
」
は
再
び
家
老
の
座
に
復
帰
し
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 

ま
た
、『
神
奈
川
県
史
』に
は
、忠
洪
が
文
政
五
年
に
藩
校
集
成
館
の
建
設
を
担
当
し
、

設
立
後
に
総
裁
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
や
、
鴫
立
庵
主
倉
田
葛
三
の
門
下
で
父
忠
宣
と
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同
様
、
西
相
模
地
方
の
俳
壇
の
重
鎮
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
７
）
。 

忠
洪
は
天
保
十
一
年
に
亡
く
な
り
、
そ
の
跡
は
子
の
忠
衛
が
継
い
で
い
る
。
忠
衛
の

詳
細
な
経
歴
は
不
明
だ
が
、
幕
末
期
の
動
乱
や
戊
辰
戦
争
を
生
き
抜
き
明
治
十
六
年
に

亡
く
な
っ
て
い
る
。 

 

六 

お
わ
り
に 

 

以
上
の
様
に
「
大
久
保
家
資
料
」
に
含
ま
れ
る
七
点
の
先
祖
書
よ
り
「
隅
の
大
久
保

家
」
の
代
々
当
主
と
そ
れ
ぞ
れ
の
経
歴
を
見
て
き
た
。
早
い
時
期
か
ら
藩
主
大
久
保
家

に
仕
え
、「
隅
の
大
久
保
家
」
の
基
礎
を
築
い
た
大
久
保
忠
門
、「
諸
道
具
惣
支
配
」
や

元
禄
地
震
の
「
御
普
請
惣
奉
行
」
な
ど
藩
内
の
重
役
や
、
朝
鮮
通
信
使
の
対
応
を
二
度

こ
な
す
な
ど
小
田
原
藩
で
目
覚
ま
し
い
活
躍
を
し
た
大
久
保
忠
言
、「
不
調
法
」
に
よ
っ

て
家
老
職
を
失
い
な
が
ら
も
武
芸
の
道
で
家
を
守
っ
た
大
久
保
忠
宣
な
ど
、
こ
れ
ま
で

あ
ま
り
見
え
て
こ
な
か
っ
た
小
田
原
藩
の
重
鎮
「
隅
の
大
久
保
家
」
の
実
像
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。本
稿
が
、小
田
原
藩
の
研
究
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 

 

謝
辞 本

稿
に
お
い
て
調
査
対
象
と
し
た
大
久
保
家
資
料
は
、
大
久
保
忠
旦
氏
の
御
厚
意
に

よ
っ
て
、
当
館
に
ご
寄
託
い
た
だ
い
た
史
料
で
あ
る
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。 
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